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高
齢
者
向
け
給
付
金
（
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
）
の
申
請
を
受
け
付

け
ま
す

　
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、

賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が
及
び
に
く
い
低
所

得
の
高
齢
者
の
支
援
を
目
的
と
し
た
、
給

付
金
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

支
給
の
対
象
と
思
わ
れ
る
か
た
に
は
申

請
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
け
付
け

会
場
は
混
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

の
で
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
を
使
用
し
て

郵
送
で
申
請
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。

支
給
対
象
者　

平
成
27
年
度
の
市
民
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
な
い
か
た
（
市
民
税
が

　

課
税
さ
れ
て
い
る
か
た
に
扶
養
さ
れ
て

　

い
る
か
た
や
生
活
保
護
受
給
者
を
除
く
）

　

で
、
平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
に
な

農
地
等
の
権
利
移
動
に
係
る
申
請
書
の
受

け
付
け
締
め
切
り
日
が
変
わ
り
ま
す

　

農
地
法
の
改
正
（
平
成
28
年
４
月
１
日

施
行
）
に
よ
り
農
地
等
の
権
利
移
動
に
係

る
申
請
書
の
受
け
付
け
締
め
切
り
日
が
毎

月
25
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
、

そ
の
翌
平
日
）
に
な
り
ま
す
。
農
業
委
員

会
総
会
の
開
催
日
は
毎
月
中
旬
（
15
日
前

後
）
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
日
程
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
農
業
委
員
会
☎
51
６
７
４
０

対　象　地　区 収集運搬日程
東二十一～二十四番町、ひがしの一～二丁目、一本木沢一～二丁目、
一本木沢、下平、藤高、里ノ沢、しらかば団地、牛泊

４月４日㈪～７日㈭

稲生町、東一～三番町、東十一～十三番町 ４月 11 日㈪～ 14 日㈭

西一～三番町、西十一～十三番町、西二十一～二十三番町 ４月 18 日㈪～ 21 日㈭

西金崎、本金崎、上平、南平、長根尻、八郷、ニュー若葉 ４月 25 日㈪～ 28 日㈭

元町西一～六丁目、元町東一～五丁目、北平、北斗、井戸頭、千歳森、
後野、七郷 ５月９日㈪～ 12 日㈭

穂並町、東四～六番町、東十四～十六番町、西四～六番町、
西十四～十六番町、並木西、西小稲、日の出町、朝日ヶ丘、一本木、
白上中通り、小林

５月 16 日㈪～ 19 日㈭

平成 28 年度　春期側溝清掃　土砂・汚泥回収日程

● お願い ●

▼収集車は各通りを一度だけ回
　収します。泥上げは回収日初
　日の前日までに終わらせてく
　ださい。

▼国道、県道の清掃を実施する
　町内会は、国、県に回収を
　依頼しますので、事前にま
　ちづくり支援課までご連絡く
　ださい。

問まちづくり支援課☎516726

市
の
組
織
見
直
し
の
お
知
ら
せ

『
こ
ど
も
子
育
て
支
援
課
』
が
新
設
さ
れ
、

『
福
祉
課
』
か
ら
『
生
活
福
祉
課
』
に
課

の
名
称
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

地
方
創
生
・
人
口
減
少
対
策
へ
の
取
り

組
み
強
化
の
一
環
と
し
て
、
子
育
て
に
関

す
る
支
援
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
た

め
、
健
康
福
祉
部
に
『
こ
ど
も
子
育
て
支

援
課
』
を
新
設
し
ま
す
。

『
こ
ど
も
子
育
て
支
援
課
』
の
主
な
業
務

　
「
こ
ど
も
保
育
係
」
と
「
子
育
て
給
付

係
」
の
２
係
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
業
務

を
担
当
し
ま
す
。

▼
こ
ど
も
保
育
係

　

①
子
育
て
に
係
る
政
策
立
案
、
総
合
調

　
　

整
な
ど
に
関
す
る
こ
と

　

②
認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
な
ど
に
関

　
　

す
る
こ
と

　

③
仲
よ
し
会
に
関
す
る
こ
と

　

④
児
童
福
祉
施
設
に
関
す
る
こ
と

　

⑤
児
童
手
当
に
関
す
る
こ
と

▼
子
育
て
給
付
係　

　

①
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
給
付
に
関
す

　
　

る
こ
と

　

②
子
ど
も
医
療
給
付
、
医
療
費
助
成
、

　
　

子
宝
奨
励
金
に
関
す
る
こ
と

　

③
母
子
家
庭
な
ど
の
自
立
支
援
に
関
す

　
　

る
こ
と

　

④
家
庭
相
談
、
婦
人
相
談
、
要
保
護
女

　
　

子
の
更
生
援
助
に
関
す
る
こ
と

　

⑤
交
通
遺
児
援
護
金
に
関
す
る
こ
と

　

⑥
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
に
関
す
る
こ
と

問
こ
ど
も
子
育
て
支
援
課
☎
51
６
７
１
６

　

生
活
福
祉
課
☎
51
６
７
１
８

　

る
か
た

支
給
額　

１
人
に
つ
き
３
万
円

受
付
期
間　

４
月
15
日
㈮
〜
７
月
14
日
㈭

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

受
け
付
け
会
場　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

申
請
に
必
要
な
物　

①
申
請
書　

②
印
鑑

　

③
通
帳　

④
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ

　

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
ま
た
は

　

保
険
証
な
ど
）

※
郵
送
で
申
請
す
る
場
合
は
、
押
印
し
た

　

申
請
書
、
③
④
の
写
し
（
い
ず
れ
も
表

　

面
の
み
で
裏
面
は
不
要
）
を
同
封
し
て

　

く
だ
さ
い
。

問
給
付
金
に
つ
い
て
生
活
福
祉
課

　

☎
51
０
０
９
５

問
市
民
税
に
つ
い
て
税
務
課

　

☎
51
６
７
６
７


